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2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）－概要－ 
              （内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省 平成30年５月21日） 

〇 高齢者人口がピークを迎える2040年頃を見据え、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有するための議論の素材を提供するために、一定の仮
定をおいた上で、将来見通しを作成。 

○ 現在、全国の都道府県、市区町村において、医療・介護サービスの提供体制の改革や適正化の取組みが進められている。これらの取組みに係る各
種計画（地域医療構想、医療費適正化計画、介護保険事業計画）を基礎とした「計画ベース」の見通しと、現状の年齢別受療率・利用率を基に機械的
に将来の患者数や利用者数を計算した「現状投影」の見通しを作成。 

○ 医療・介護給付費について２つの見通しを比較すると、計画ベースでは、 

 ・ 医療では、病床機能の分化・連携が進むとともに、後発医薬品の普及など適正化の取組みによって、入院患者数の減少や、医療費の適正化が行わ
れ（2040年度で▲1.6兆円）、 

 ・ 介護では、地域のニーズに応じたサービス基盤の充実が行われることで（2040年度で＋1.2兆円） 
疾病や状態像に応じてその人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる社会の実現を目指したものとなっている。 

試算結果①医療・介護給付費の見通し（計画ベースと現状投影との比較） 

医療・介護給付費の見通し 
（現状投影） 

医療・介護給付費の見通し 
（計画ベース） 

（注１）医療については、単価の伸び率の仮定を２通り設定しており、給付費も２通り（①と②）示している。 

（注２）「計画ベース」は、地域医療構想に基づく2025年度までの病床機能の分化・連携の推進、第3期医療費適正化計画による2023年度までの外来医療費の適正化効果、第7期介護保険事業計画による2025年度までのサービス量の見込みを基礎として計算し、

それ以降の期間については、当該時点の年齢階級別の受療率等を基に機械的に計算。なお、介護保険事業計画において、地域医療構想の実現に向けたサービス基盤の整備については、例えば医療療養病床から介護保険施設等への転換分など、現段階
で見通すことが困難な要素があることに留意する必要がある。 

 ※ 平成30年度予算ベースを足元に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」、内閣府「中長期の経済財政に関する試算（平成30年1月）」等を踏まえて計算。 

  なお、医療・介護費用の単価の伸び率については、社会保障・税一体改革時の試算の仮定を使用。（ ）内は対GDP比。 

計画ベースと現状投影 
との差（2025年度） 

・ 医療介護計 

▲0.2兆円 

（▲0.0%） 

・医療 

▲0.9兆円 

（▲0.1%pt） 

・介護 

+0.8兆円 

（+0.1%pt） 

計画ベースと 
現状投影との差 
（2040年度） 

・ 医療介護計 

▲0.3～▲0.4兆円 

（▲0.0%） 

・医療 

▲1.6兆円 

（▲0.2%pt） 

・介護 

+1.2兆円 

（+0.2%pt） 

（経済ベースラインケース） （経済ベースラインケース） 
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（兆円）

2018年度 2025年度 2040年度

医 療

年 金

介 護

子ども・子育て

その他

56.7

39.2

10.7
7.9
6.7

121.3

140.2～140.6

188.2～190.0

(21.5%)

(21.7～21.8%)

(23.8～24.0%)

59.9 73.2

①：47.8
②：68.5

①：66.7

②：47.4

15.3

25.8

7.7

9.4

10.0

13.1

(1.2%)

(1.2%)

(1.2%)

(1.4%)

(1.5%)

(1.7%)

(1.9%)

(2.4%)

(3.3%)

(10.1%)
(9.3%) (9.3%)

(7.0%)

(7.4%)

(7.3%)

(8.4%)

(8.7%)

188.5
～190.3
(23.8～
24.1%)

＜現状投影＞

（計画ベース）

24.6
(3.1%)

①：68.3

②：70.1

(8.6%)

(8.9%)

140.4
～140.8
(21.7～

21.8%)

＜現状投影＞

14.6
(2.3%)

①：48.7
(7.5%)

②：48.3
(7.5%)

（計画ベース）

ＧＤＰ    ： 564.3兆円          645.6兆円                                   790.6兆円 

保険料負担：  12.4%                12.6%                                     13.4～13.5% 

公費負担 ：   8.3%                  9.0%                                      10.1～10.2% 

309 322 328 

334 
406 

505 

180 

203 

233 

（万人）

2018年度

【就業者数全体6,580万人】

2025年度
（計画ベース）

【就業者数全体6,353万人】

2040年度
（計画ベース）

【就業者数全体5,654万人】

823
［12.5%］

931
［14.7%］

1,065
［18.8%］

医療福祉全体

医療

介護

その他の福祉

（402）

（327）

933
［14.7%］

＜現状投影＞

（204）

（233）

1,068
［18.9%］

（334）

（501）

＜現状投影＞

○ 社会保障給付費の対GDP比は、2018年度の21.5%（名目額121.3兆円）から、2025年度に21.7～21.8%（同140.2～140.6兆円）となる。その後15年
間で2.1～2.2%ポイント上昇し、2040年度には23.8～24.0%（同188.2～190.0兆円）となる。（計画ベース・経済ベースラインケース※） 

○ 経済成長実現ケース※でも、社会保障給付費の対GDP比は概ね同様の傾向で増加するが、2040年度で比較するとベースラインケースに比べて、1%

ポイント程度低い水準（対GDP比22.6～23.2%（名目額210.8～215.8兆円））（計画ベース・経済成長実現ケース）。 

  ※経済ベースラインケース及び成長実現ケースの経済前提については次頁参照。 

医療福祉分野における就業者の見通し 

試算結果②（社会保障給付費全体の見通し） 

（経済ベースラインケース） 
社会保障給付費の見通し 

（注1）医療については、単価の伸び率の仮定を２通り設定しており、給付費も２通り（①と②）示している。 

（注2） 「計画ベース」は、地域医療構想に基づく2025年度までの病床機能の分化・連携の推進、第3期医療費適正化計画による2023年度までの外来医療費の適正化効果、第7期介護保険事業計画による2025年度までのサービス量の見込みを基礎として計

算し、それ以降の期間については、当該時点の年齢階級別の受療率等を基に機械的に計算。なお、介護保険事業計画において、地域医療構想の実現に向けたサービス基盤の整備については、例えば医療療養病床から介護保険施設等への転換分な
ど、現段階で見通すことが困難な要素があることに留意する必要がある。 

（注3）医療福祉分野における就業者の見通しについては、①医療・介護分野の就業者数については、それぞれの需要の変化に応じて就業者数が変化すると仮定して就業者数を計算。②その他の福祉分野を含めた医療福祉分野全体の就業者数については、
医療・介護分野の就業者数の変化率を用いて機械的に計算。③医療福祉分野の短時間雇用者の比率等の雇用形態別の状況等については、現状のまま推移すると仮定して計算。 

 ※ 平成30年度予算ベースを足元に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」、内閣府「中長期の経済財政に関する試算（平成30年1月）」等を踏まえて計算。なお、医療・介護費用の単価の伸び率については、社会保障・税
一体改革時の試算の仮定を使用。（ ）内は対GDP比。［ ］内は就業者数全体に対する割合。保険料負担及び公費負担は対GDP比。 
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人口・経済の前提、方法等 

○ 足元値   平成30年度予算ベース。ただし、介護については第７期介護保険事業計画の集計値を基礎としている。 

○ 人口前提 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位（死亡中位）推計） 
            ※ただし、子ども・子育ての推計については、2020年度以降給付の対象となる子ども数を固定した形で推計。 

○ 経済前提 
 2027年度までは、内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（平成30年1月）等、2028年度以降は、公的年金の平成26年
財政検証に基づいた前提値を使用。経済前提は2つのケースで試算（ベースラインケース（2028年度以降は平成26年財政
検証ケースＦ）、成長実現ケース（2028年度以降は平成26年財政検証ケースＥ））。 

 

 

 

 

 

 

○ 将来見通しの作成方法（全般的考え方） 
 ・ 公的年金     平成26（2014）年財政検証に、新たな将来推計人口・経済前提を簡易的に反映。年金生活者支援給付金の実施を織り込んで計算。 
 ・ 医療、介護    年齢階級別受療率等に将来推計人口を適用して需要を推計し、サービスごとの単価、伸び率等を適用。 
 ・ 子ども・子育て 「子育て安心プラン」「新しい経済政策パッケージ（2兆円パッケージ）」（制度の詳細が決定していない高等教育の無償化等は反

映していない）を織り込んだ上で、2020年度以降給付の対象となる子ども数を固定。 
 ・ 上記以外    GDPに対する給付規模が将来にわたって変わらないことを基本として機械的に計算。 
 （なお、短期的には近年の予算等の動向も踏まえつつ計算。） 

（留意事項） 
○ 本見通しは、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。特に、長期の推計であるため、長期間の人口変動の動向
とこれが経済社会に与える影響、経済、雇用の動向、給付単価の伸び率の動向等が、給付費の総額や対GDP比等の結果に大きな影響を与える可能性があ
ることに留意する必要がある。 

○ 本見通しは、一体改革試算と同様、患者数や利用者数などの需要を基礎とした計算となっており、供給面については必要な需給をちょうどまかなうだけの供給
が行われるものと仮定して、必要マンパワーや費用等を計算している。従って、需要側である患者数が減少した際には、その減少に合わせてサービス供給量
も減少することを仮定していることに留意する必要がある。 

○ 本見通しでは、医療においては年齢別制度別実効給付率、介護においては全体の実効給付率を現状の値で固定して将来の医療給付費および介護給付費を
算出していることに留意する必要がある。 

○ 「計画ベース」の見通しでは、介護保険事業計画において、地域医療構想の実現に向けたサービス基盤の整備については、例えば医療療養病床から介護保
険施設等への転換分など、現段階で見通すことが困難な要素があることに留意する必要がある。 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028～
(H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38) (H39) (H40～)

名目経済
成長率 (%)

成長実現 2.5 2.8 3.1 3.2 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 1.6

ベースライン 2.5 2.4 2.2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.3

物価
上昇率(%)

成長実現 1.0 1.9 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.2

ベースライン 1.0 1.6 1.7 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2

注．賃金上昇率については、2018年度は「平成30年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」（平成30年1月22日閣議決定）に基づいて1.7%と設定し、 
  2019～2027年度までは名目経済成長率と同率、2028年度以降は平成26年財政検証の前提（ケースＥ・Ｆ）に基づいて2.5%としている。 
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461 479 

438 406 

0
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984 
［17.4%］ 

【就業者数全体5,654万人】 

計画ベース 需要 
低下 

生産性 
向上 

（万人） 

1,012 
［17.9%］ 

需要低下と 
生産性向上 

935 
［16.5%］ 

医療福祉分野における就業者数（2040年度） 

（注） ［ ］内は就業者数全体に対する割合。 

医療 

介護 

1,065 
［18.8%］ 

【シミュレーション（１）】 
○ 医療・介護需要が一定程度低下した場合 
 

 ※ これまでの受療率等の傾向や今後の寿命の伸び
等を考慮し、高齢期において、医療の受療率が
2.5歳分程度、介護の認定率が１歳分程度低下し
た場合 

＜2040年度の変化等＞ 

・医療福祉分野における就業者数 ： 

       ▲81万人 [▲1.4％] 

＜2040年度の変化等＞ 

・医療福祉分野における就業者数 ： 

      ▲53万人 [▲0.9％] 

【シミュレーション（２）】 
○ 医療・介護等における生産性が向上した場合 
 

 ※ ICT等の活用に関する調査研究や先進事例等を踏
まえ、医療・介護の生産性が各５％程度向上する
など、医療福祉分野における就業者数全体で５％
程度の効率化が達成された場合 

▲130万人 
［▲2.3％］ 

〇 基本となる将来見通しに加え、今後の議論に資するため、①医療・介護需要が一定程度低下した場合、②医療・介護
等における生産性が向上した場合を仮定して、将来の就業者数に関するシミュレーションを実施。 

「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」に基づく 
       マンパワーのシミュレーション －概要－ 
               （厚生労働省 平成30年５月21日） 

※． （１）と（２）が同時に生じる場合、2040年度の変化は▲130万人［▲2.3％］ 

（参考） 
2025年度 
計画ベース 

931 
［14.7%］ 

（注）医療福祉分野における就業者の見通しについては、①医療・介護分野の就業者数については、それぞれの需要の変化に応じて就業者数が変化すると仮定して就業者数を計算。②その他の福祉分野を含めた医療福祉分野全体の就業者数につ
いては、医療・介護分野の就業者数の変化率を用いて機械的に計算。③医療福祉分野の短時間雇用者の比率等の雇用形態別の状況等については、現状のまま推移すると仮定して計算。 

その他の 
福祉分野 
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社会保障・税一体改革等への対応     

消費税率引上げ 
（2019年10月予定） 

2014 2018 2019 2020～ 2016 

経済・財政再生計画 
集中改革期間 

新たな計画に基づく取組 

（社会保障の充実） 

 年金生活者支援給
付金制度の創設 

 介護保険１号保険
料軽減強化の完全
実施 

※ 新 し い 経 済 政 策
パッケージを実施 

2015 2017 

 後期高齢者保険料

軽減特例（均等

割）の見直し 

→ 一体改革に関わる
制度改革が完了 

2040年を展望した社会保障改革     

  2040年を展望した社会保障改革についての国民的な議論の必要性 

 高齢者数がピークを迎える2040年頃の社会保障制度を展望すると、社会保障の持続可能性を確保するための給付と
負担の見直し等と併せて、新たな局面に対応する課題である「健康寿命の延伸」や「医療・介護サービスの生産性の
向上」を含めた新たな社会保障改革の全体像について、国民的な議論が必要。 

 社会保障の充実 

• 子ども・子育て新制度の創設、保
育の受け皿拡大、育児休業中の経
済的支援の強化など、消費税収を
子ども・子育て分野に充当 

• 医療・介護の充実、年金制度の改
善 

 社会保障の安定化 

• 基礎年金国庫負担割合２分の１等 

＜社会保障の充実・安定化＞ 

 社会保障制度改革プログラム法や改

革工程表に沿って、社会保障の給付

に係る重点化・効率化を推進 

 経済・財政再生計画の「目安」を達

成。社会保障関係費の実質的な伸び

は2016～2018年度で1.5兆円弱 

＜持続可能性の確保のための制度改革＞ 

厚生労働省において、健康寿命の延伸と医療・介護サービスの生産性
向上に向けた目標設定や施策の具体化に着手。可能なものから予算措
置や制度改正を検討。 

＜新たな局面に対応した政策課題＞ 

現役世代の人口が

急減する中での社

会の活力維持向上 

労働力の制約が強ま

る中での医療・介護

サービスの確保 

これまで進めてき
た給付と負担の見
直し等による社会
保障の持続可能性
の確保 

これらの政策課題を総合的に検討していくため、 

社会保障改革の全体像に関する国民的な議論が必要 

1 

引き続き取り組む 
政策課題 

＜ ＞ 
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    2040年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題 

0

1,000

2,000

3,000

2018 2025 2040

823万人 
<12.5%> 

医療・福祉 

～ ～ 

（万人） 

5,650万人程度 

1. 現役世代の人口が急減する中での社会の 

活力維持向上 

⇒ 高齢者をはじめとして多様な就労・社会参

加を促進し、社会全体の活力を維持してい

く基盤として、2040年までに３年以上健康

寿命を延伸することを目指す。 

2. 労働力の制約が強まる中での医療・介護

サービスの確保 

⇒ テクノロジーの活用等により、2040年時

点において必要とされるサービスが適切に

確保される水準の医療・介護サービスの生

産性※の向上を目指す。 

《2040年までの人口構造の変化》 

《新たな局面に対応した政策課題》 

（資料）  就業者数について、2018年は内閣府「経済見通しと経済財政運営の基

本的態度」、2025年以降は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成27年 

労働力需給の推計」の性・年齢別の就業率と国立社会保障・人口問題研究所

「日本の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）を用いて機

械的に算出。医療・福祉の就業者数は、医療・介護サービスの年齢別の利用状

況（2025年）をもとに、人口構造の変化を加味して求めた将来の医療・介護

サービスの需要から厚生労働省において推計（暫定値）。 

※ サービス産出に要するマンパワー投入量。 

※ 医療分野：ICT、AI、ロボットの活用で業務代替が可能と考え
られるものが5%程度（「医師の勤務実態及び働き方の意向等に
関する調査」結果から抽出） 

※ 介護分野：特別養護老人ホームでは、平均では入所者2人に対
し介護職員等が1人程度の配置となっているが、ICT等の活用に
より2.7人に対し1人程度の配置で運営を行っている施設あり。 

6,350万人程度 

6,580万人 

901 

《就業者数の推移》 

（万人） 

人口構造の推移を見ると、2025年以降、 
「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。 

2025年以降の現役世代の人口の急減という 
新たな局面における課題への対応が必要。 

2,180 

3,677 3,921 

+2.7% 

+142.0% 

+66.8% 
+6.6% 

8,638 

▲17.0% ▲16.6% 

高齢者人口 
の急増 

高齢者人口 
の増加が 
緩やかに 

生産年齢 
人口の減少

が加速 15歳～64歳 

65歳～74歳 

75歳以上 

団塊の世代が 
全て65歳以上に 

団塊の世代が 
全て75歳以上に 

団塊ジュニアが 
全て65歳以上に 

＜65歳以上人口＞ 

＜15歳～64歳人口＞ 

2,239 

7,170 

（万人） 

5,978 

6,000 

930万人程度 
<15%程度> 

【暫定】 

1,060万人程度 
<19%程度> 

【暫定】 

（資料）総務省「国勢調査」「人口推計」（2015年まで）、国立社会保障・人口問題研究所「日本
の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）（2016年以降） 

2,204 

  

 国民的な議論の下、 

 これまで進めてきた給付と負担の見直し

等による社会保障の持続可能性の確保も

図りつつ、 

 以下の新たな局面に対応した政策課題を

踏まえて、総合的に改革を推進。 

 

25年間 15年間 

25年間 15年間 
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生産年齢人口の急減という局面で健康寿命の延伸に取り組むことの重要性 
～高齢者就業の拡大を例に～ 

 近年の高齢者就業の拡大は、今日の経済社会において、社会保障のみならず経済社会全体に様々な好影響をもたらして
いる。 

 今後、生産年齢人口の急減という新たな局面を迎える我が国経済社会の活力の維持向上のためには、高齢者の方々の就
労・社会参加の基盤となる健康寿命の延伸等が重要な政策課題に。 

 都道府県ごとの65歳以上就業率と年齢調整後1人当
たり医療・介護費との間には負の相関。 

 厚生労働省「中高齢縦断調査」(特殊報告)によれ
ば、１年前に就業していない者より就業している者
の方が「健康」を維持する確率や、「不健康」が
「健康」へ改善される確率が高いとの結果。 

＜65歳以上就業率と医療・介護費 (27年度)＞ ＜被用者保険被保険者の推移(60～74歳)＞ 

 労働投入量の潜在成長率への寄与を見ると、労働力
人口が頭打ちとなる中で長らく押下げ要因だった
が、2015年以降、押上げ要因に転換。 

 「中長期の経済財政に関する試算」の成長実現ケー
スは、今後潜在成長率が2%程度となる姿を描いて
おり、これを実現するためには、高齢者の方々のさ
らなる就業促進を通じた労働投入量の拡大が重要。 

＜潜在成長率の推移＞ 

(%) 

（グラフ出典）65歳以上就業率は「国勢調査」。年齢調整後1人当たり医療費
は、市町村国保と後期高齢者医療における年度データ。年齢調整後1人当た
り介護費は、１号被保険者を対象に集計した年度データ。 （グラフ出典）内閣府「月例経済報告」 

2015年以降、労働投入量は潜在
成長率の押上げに転じている 

（グラフ出典）厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」 

(30.1%) 

(34.8%) 

(11.6%) 

(15.4%) 

(5.6%) 
(6.8%) 

年
齢
調
整
後
１
人
当
た
り
医
療
・
介
護
費
（
万
円
） 

【+28万人】 

【+57万人】 

【+14万人】 

（万人） 

（括弧内の数字は当該年齢層の 
 人口に占める割合） 

65歳以上就業率 

(%) 

y = -1.2348x + 109.59 

R² = 0.2127 

60

70

80

90

100

15.0 25.0

相関係数 

-0.46程度 

制度の支え手と保険料収入の増加 就業による健康の保持（医療・介護の需要減） 労働投入増による潜在成長率の押上げ 

0.3 

0.2 

0.6 

1.1 

▲ 1.0 

▲ 0.5 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 

全要素生産性 

資本投入量 

労働投入量 

潜在成長率 
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 平成27年は平成20年と比べて、60～74歳の被用
者保険被保険者数は99万人増（被保険者数全体の
増（149万人）の約2/3に相当）。 

 この増加した者に係る標準報酬が当該年齢の平均
値（平成27年健康保険被保険者実態調査より）と
同程度と仮定して、保険料収入への影響を粗く推
計すると、約3,400億円の増加。 

平成30年５月21日経済財政諮問会議 
加 藤 臨 時 議 員 提 出 資 料 



参考資料 



     2025年までの社会の変化と2025年以降の社会の変化 

【人口構造の変化】 【人口構造の変化が医療・介護費に及ぼす影響】 

＜医療費への影響＞ 

＜介護費への影響＞ 

（算出方法） 年齢階級別1人当たり医療費及び介護費の実績と将来の年齢階級別人口を元に、年齢階級別1人当たり医療費・介護費を固定した
場合の、将来の年齢階級別人口をベースとした医療費及び介護費を算出し、その伸び率を「人口要因」による伸び率としている。その
上で、総人口の減少率を「人口減少要因」とし、「人口要因」から「人口減少要因」を除いたものを、「高齢化要因」としている。 

（使用データ） 厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」「介護給付費等実態調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」 

○ 我が国の人口動態を見ると、いわゆる団塊の世代が全員75歳以上となる2025年に向けて高齢者人口
が急速に増加した後、高齢者人口の増加は緩やかになる。一方で、既に減少に転じている生産年齢人
口は、2025年以降さらに減少が加速。 

○ 人口構造の変化の要因が医療・介護費の増加に及ぼす影響は、2040年にかけて逓減。 

1,851  1,595  1,407  1,194  

8,638  

7,728  
7,170  

5,978  

(901) 
(1,632) 

(2,180) 

(2,239) 

2000 2015 2025 2040

0～14歳 

15～64歳 

65歳～ 

（うち75歳～） 

（単位：万人） 

（出典）総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 平成29年推計」 
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3.7 

2.9 
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1.8 

1.0 

▲ 1.0 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2015~2020 2020~2025 2025~2030 2030~2035 2035~2040

(%) 

(%) 

（年） 

（年） 

高齢化要因 

人口減少要因 

人口要因=高齢化要因+人口減少要因 

人口要因=高齢化要因+人口減少要因 

高齢化要因 

人口減少要因 

（実績） （実績） （推計） （推計） 

2,204 

3,387 

3,677 

3,921 

▲10.5% ▲ 7.2% ▲16.6% 

＋53.7% 

＋ 8.6% 

＋ 6.6% 

（＋81.1%） 

（＋33.6%） 

（＋ 2.7%） 

高齢者（後期高齢者）の急増 

生産年齢人口の急減 
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社会保障の給付規模の推移と国際比較 

＜社会支出の対GDP比（2013年）の国際比較＞ 

（%） 

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」 

（出典） OECD ”Social Expenditure,”  “Population” 
（注）OECD基準に基づく「社会支出」は、施設整備費など直接個人には移転されない費用も計上されるとい

う違いがあり、ILOの基準に基づく「社会保障給付費」に比べて範囲が広い。  6 

＜社会保障給付費の対GDP比の推移＞ 
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（%） 

《高齢化率》 《25.1%》 《14.1%》 《17.0%》 《20.8%》 《19.9%》 

（2013年） 

《17.9%》 
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                    社会保障・税一体改革等への対応     

消費税率引上げ 
（2019年10月予定） 

2014 2018 2019 2020～ 2016 

経済財政再生計画集中改革期間 新たな計画に基づく取組 

《消費税増収分等を活用した社会保障の充実》 

  
 ○ 地域医療介護総合確保基金（2014年度～） 
  
 ○ 国保等の低所得者保険料軽減措置の拡充（2014年度～） 
 
 ○ 国保への財政支援の拡充 
   （2015年度～：約1,700億円 2018年度～：約3,400億円） 
  
 ○ 高額療養費の見直し（2015年～） 
  

（一体改革の社保充実） 
○ 年金生活者支援給付金制度
の創設 

○ 介護保険１号保険料軽減強
化の完全実施 

 

※新しい経済政策パッケージを
実施 

《持続可能性の確保等のための制度改革》 

 （患者負担関係） 
○ 70～74歳の患者負担の見直し（2014～18年度：１割→２割）  

○ 高齢者の高額療養費の見直し（2017、18年度） 
  ・一般外来・：1.2万円/月→段階的に1.8万円/月 
  ・現役並み外来：外来特例廃止、3区分化 

○ 紹介状のない大病院受診の定額負担 
  （2016年度：500床以上、18年度：400床以上） 

○ 入院時の食事療養費の見直し （2016、18年度） 

○ 高齢者の入院時居住費の見直し （2017、18年度） 

 （保険料関係） 
○ 後期高齢者保険料軽減特例の見直し （2017～19年度） 
  ・所得割：５割軽減→段階的に軽減なし 
  ・元被扶養者：９割軽減→段階的に軽減なし 

○ 後期高齢者支援金の総報酬割（2015～17年度） 

 （財政基盤関係・診療報酬関係） 
○ 国保改革 （都道府県単位の財政運営：2018年度～） 

○ 薬価制度の抜本改革（2018年度～） 

2015 2017 

○ 後期高齢者保険料軽減特例
（均等割）の見直し 

改革工程表2018年度内の検討課題 

○ 後期高齢者医療制度の患者負担の在り方 
○ 外来受診時の定額負担の在り方 
○ 薬剤自己負担の引上げ 
○ 医療保険制度の負担への金融資産等の反映 

地域医療構想に基づく医療提供体制改革 

医療費適正化計画 

データヘルス改革、審査支払機関改革 

→ 一体改革に関わる制度改革 
  が完了 

1. 現役世代の人口が急減する中での
社会の活力維持向上 

⇒ 高齢者をはじめとして多様な就労・社
会参加を促進し、社会全体の活力を
維持していく基盤として、2040年まで
に３年以上健康寿命を延伸すること
を目指す。 

2. 労働力の制約が強まる中での医
療・介護サービスの確保 

⇒ テクノロジーの活用等により、2040
年時点において必要とされるサービス
が適切に確保される水準の医療・介
護サービスの生産性の向上を目指す。 

《新たな局面に対応した政策課題》 

 国民的な議論の下、 

 これまで進めてきた給付と負担の見
直し等による社会保障の持続可能性
の確保も図りつつ、 

 以下の新たな局面に対応した政策課
題を踏まえて、総合的に改革を推進。 

  2040年を展望した社会保障改革     

これまでの医療保険制度改革と一体改革後の展望 
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今後の医療保険制度の検討について 

○ 消費税率引上げが予定されている2019年10月に社会保障と税の一体改革に関わる制度改革が完了が予定されており、
一体改革後の社会保障改革の展望が求められる。 

○ 高齢者数がピークを迎える2040年頃の社会保障制度を展望すると、社会保障の持続可能性を確保するための給付と負
担の見直し等と併せて、新たな局面に対応する政策課題である「健康寿命の延伸」や「医療・介護サービスの生産性の向
上」を含めた新たな社会保障改革の全体像について、国民的な議論が必要。 

○ こうした中、厚生労働省においては、2040年を展望した社会保障改革に対応していく必要があり、健康寿命の延伸と医
療・介護サービスの生産性の向上に向けた目標設定や施策の具体化に着手し、可能なものから予算措置や制度改正を検
討していくことが必要。あわせて、医療保険制度の持続可能性の確保のため、不断の改革を進め、総合的な社会保障改
革に取り組んでいくことが必要。 

２
０
４
０
年
を
展
望
し
た
社
会
保
障
改
革 

（医
療
保
険
制
度
関
係
）  

 
 

 

１．社会保障の持続可能性の確保 
給付と負担の見直し等により制度の持続可能性の確保を図る。 
○負担能力に応じた負担の在り方(世代間・世代内)、保険給付の在り方 
○医療保険制度の基盤・保険者機能の強化 
○高齢者医療制度の在り方  等 

※改革工程表の検討事項 

２．現役世代の人口が急減する中での社会の活力維持向上 

高齢者をはじめとして多様な就労・社会参加を促進し、社会全体の活力を維持していく。 

○健康寿命の延伸（介護予防と保健事業の一体的実施等）  
○被用者保険の適用拡大   等 

 

３．労働力の制約が強まる中での医療・介護サービスの確保 

テクノロジーの活用等により、2040年時点において必要とされるサービスが適切に確保される 

 水準の医療・介護サービスの生産性の向上を目指す。 

  
 

  地域医療構想に基づく医療提供体制改革 
  医療費適正化計画 
  データヘルス改革、審査支払機関改革 2 



オンライン資格確認等について 

平成３０年５月２５日 第１１２回社会保障審議会医療保険部会 資 料 ２ 

平成３０年５月２５日 

厚生労働省保険局 



オンライン資格確認の導入によるメリット 

保険者 

本人 

受診時に提示 

マイナンバーカード（※） 保険医療機関（約16万3千） 

保険薬局（約5万7千） 
電子証明書 

   
    電子証明書 

マイナンバー 
資格情報 

支払基金・国保中央会 

外来受診(延べ日数) 年間約20億件 
・氏名、性別、生年月日 
・保険者名 
・被保険者番号 
・負担割合 
・資格取得・喪失日 等 

ピッ 

「見えない」「預からない」ので、医療現場で診療情報
がマイナンバーと紐づけて管理されることはない 

保険証 

個人単位被保険者番号 

マイナンバーカードによる受診時の資格確認を可能とする（2020年度に本格運用の開始予定） 
保険証のみ持参した場合、券面の個人単位被保険者番号により、資格情報の有効性を確認 

定められた利用目的以外でのマイナンバーの書き
写し等は不正利用であり、法律で禁止されている。 

1 

個人単位被保険者番号 

※マイナンバーカードの資格確認対応の医療機関・薬局では、保険者が変わっても、マイナンバーカードの
みで受診等が可能（保険証を持参する必要がない）。 

※マイナンバーではなくICチップの電子証明書により照会。ICチップに医療情報や資格情報は入れない。 
※オンライン資格確認を実施しない医療機関・薬局の場合、現在の事務手続き等が変わるということはない。 

資格情報 

保険者が支払基金・国保中央会に
資格履歴の管理等を共同で委託 

資格喪失後受診に伴う事務コスト等の解消 
・ 資格履歴の一元化と資格確認により、現在の資格喪失後受診に伴う保険

者・医療機関等での請求確認等の事務コストが解消される。（※１） 

・ 資格喪失情報の連携や二重加入のチェックなど、保険者の資格管理事務
の効率化ができる（支払基金から保険者に情報提供）。（※２） 

特定健診結果や薬剤情報を照会できる仕組みの整備 
・ 個人単位の被保険者番号を活用して、本人が自らの特定健診結果や薬

剤情報を照会したり、本人同意の下、医療機関・薬局で薬剤情報等を
照会するシステムを効率的に整備できる。 

保健医療データの分析の向上 

・ NDB(ﾅｼｮﾅﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ)と介護データベースの情報の連結など、個人
単位の被保険者番号を活用して、データを匿名化した上でより確実
な突合が可能になり、保健医療データの分析の向上につながる。 

（※１）資格過誤に起因する保険者の事務負担は年間約30億円程度、保険医療機関等の事務負担は年間約50億円程度と試算される。保険証の回収の徹底が困難な保険
者では未収金も発生しており、事務コストをかけて資格を追跡しても不明なケースが少なくない。資格確認の導入によってこうしたコストの解消につながる。 

（※２）資格異動の事実発生日と保険証発行日とのタイムラグで生じる資格過誤についても、支払基金・国保中央会が資格履歴の情報を活用して、正しい被保険者番
号をレセプトに付して保険者に請求する仕組みを整備する。 

（※３）高額療養費の現金給付分（償還払い）が協会けんぽで年間73万件程度（2016年度）発生しており、これに係る審査や振込業務の削減にもつながる。 

資格情報をオンラインで照会 

資格履歴を一元的に管理 

高額療養費限度額適用認定証等の発行業務等の削減 
・ 現在、保険者が発行している高額療養費の限度額適用認定証、高齢

受給者証等の各種証類をデータ化して資格確認システムに集約化す
ることで、保険者における発行業務等を削減できる。（※３） 

  限度額認定証：窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額になる。 
  高齢受給者証：70～74歳で一部負担割合が２割又は１割になる者に発行。   



制度 制度・都道府県 市町村 事業所 世帯 個人 

協会けんぽ 
保険者番号 
（８桁） 

記号 
（８桁） 

番号 
（７桁） 

保険者ごとに内部
管理用の番号を付
番するなどの対応
が行われている。 

健保組合・共済 保険者番号・記号 
 （８桁）（４桁） 

番号 
（７桁） 

市町村国保 保険者番号    
（８桁） 

番号 
（７桁or８桁） 

国保組合 
保険者番号・記号 

 （６桁）（文字等） 
番号 

（ハイホン含む） 

後期高齢者医療制度 
保険者番号 
（８桁） 

被保険者番号 
（８桁） 

＜現在の資格番号の体系＞ 

＜新しい番号体系＞ 

世帯単位の番号に、個人を 
識別する番号(２桁)を追加 

被保険者番号の個人単位での履歴管理 

○ 資格喪失後受診による事務コストの解消等を図るため、マイナンバーのインフラを活用して、支払基金・国保中央会が保険者の
委託を受けて資格履歴を一元的に管理する仕組みを整備する。  ※現行法の保険者の委託規定に基づき整備が可能。 

○ 個人単位の被保険者番号については、高額療養費の世帯合算等で世帯単位の番号を引き続き使うため、現在の世帯単位の被保
険者番号に２桁の個人を識別する番号を付す方向で、保険者等の関係者と調整している。 

 ※１ 2017年11月の医療保険部会資料では、16桁程度の案で検討としていたが、システム改修の影響が小さい方法等を精査した結果、２桁を追加する案とした。 
 ※２ 世帯単位の識別性も引き続き確保することで、世帯単位の処理が必要な業務はこれまでと同様の処理が可能であり、円滑な移行が可能になる。 

後期高齢者医療制度の番号
は現行のまま変更しない 
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A健保組合 
 
B健保組合 
 
C市町村国保 

支払基金・国保中央会 
保険者 

個人単位の 
被保番 

資格情報 
マイナンバーと１対１で
保険者から資格を登録 

※保険者が共同で 
 資格管理を委託 

被保険者番号等の資格履歴を一元的に管理 被保番を個人単位化 

保険者を異動 

個人単位の被保番① 

個人単位の被保番② 

資格情報 

資格情報 

Ａ 

Ｂ 

個人単位の被保番③ 資格情報 

※後期高齢者医療制度以外は世帯単位 
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          個人単位の番号付きの保険証様式案 

○ 現行の保険証に、個人を識別する２桁の番号を追加する。保険証の切替えに伴う保険者負担の軽減の運用について検討する。 

 ※市町村国保では保険証の有効期限を１年又は２年としているが、健保組合や協会けんぽ等では保険証に有効期限を記載せずに資格喪失時に回収している。 

○個人単位の番号付きの保険証（様式案）（2020年度中に順次切替え） 

本人（被保険者） 

△△△△保険組合 

被保険者証   記号 1234  番号 1234567  01    

氏名        番号 花子 

生年月日     平成元年3月31日生  性別 女 

資格取得年月日 平成25年4月1日 

発行機関所在地 東京都千代田区○○○ 

保険者番号   88888888 

名称       △△△△保険組合           

2020年○月○日交付 

印 

現行の保険証の記載内容に 
２桁の番号を新たに追加 

 ○個人単位の番号の発行、レセプト請求のスケジュール（現時点の想定） ※本年夏までに関係者と調整 

 2020年４月以降    各保険者で個人単位の２桁番号を発行開始。可能な保険者から保険証を順次切替え 

 2020年４月～夏頃まで 中間サーバーの機能をクラウドに移行    ※2019年度中にクラウドに中間サーバーの機能を構築 

 2020年秋頃～年内   保険者からオンライン資格確認システムに個人単位の２桁番号を登録 

 2020年度中      オンライン資格確認の開始 

 2021年５月～     世帯単位の番号に個人単位の２桁番号を付してレセプト請求（４月診療分～） 

○保険証切替えに伴う保険者負担の軽減の運用案 

 現在発行されている保険証を回収するまで間の対応として、以下のような運用を検討。 

・保険者から加入者本人に２桁の番号を通知する（通知方法は紙のほかメールも可）。 

・通知には、保険証の氏名、生年月日、記号・番号、発行機関名・所在地等も記載。 

・本人は受診時に保険証を提示するとともに、通知の紙又はメールの文面（携帯電話の
メール画面も可）を提示し、２桁の番号を申告する（2021年4月診療分～） 

・紙などの通知の提示に代えて、保険証の本人住所の自署欄に２桁番号を自署する、保
険者が２桁番号のシールを貼るなどの方法を保険者が選択することも可能とする。 

・本人が２桁番号を申告できない場合、医療機関・薬局では、世帯単位の番号により、
レセプト請求する。 

※後期高齢者医療制度は個人単位なので、保険証は変更しない 

※医療関係者・保険者は、QRコードによる保険証
の効率的な読取り方法を要望 

※本年夏頃までに保険者・医療関係者と調整 
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中間サーバーのクラウドへの移行（検討中） 

○ オンライン資格確認は、マイナンバーの中間サーバーの機能の一部用いるが、運営コストの縮減や将来の拡張性を考慮すると、
中間サーバーの機能をクラウドに移行する必要がある。 

 ※ インターネットから分離された閉域の通信環境で接続するクラウドの利用を想定。 

 ※ 管理者自らがシステムを構築して管理・運用する方式に代えて、クラウドを組み合わせることで、最適なセキュリティを確保しつつ、コストを合理的
に削減できる。クラウドに移行することで、現在の中間サーバーの運営経費も縮減できる。 

 ① 中間サーバーの機能をクラウドに移行するため、国で調査研究と関係者との調整を進め、本年秋頃までに移行の仕様を確定
させる。支払基金・国保中央会では、本年秋頃を目途に、中間サーバーのクラウド化を含めシステム開発の調達に着手する。 

 ② 中間サーバーをクラウドに移行させた上で、オンライン資格確認システムの運用を開始する。システムの運用テスト期間を
確保した上で、2020年度中における全保険者と全国の保険医療機関・保険薬局を対象にした運用開始を目指す。 

○世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画について（平成29年５月30日閣議決定） 

 クラウド・バイ・デフォルト原則の導入 
  情報システムの整備に当たっては、クラウド技術の活用等により、投資対効果やサービスレベルの向上、サイバーセキュリティへの対応強化を図る
ことが重要。（中略）国において直接保有・管理する必要がある政府情報システムについては、標準化・共通化を図るとともに、投資対効果の検証を

徹底した上で、政府共通プラットフォームへの移行を推進。これによって、行政が保有する情報システムのクラウド化を推進。 

保険者 

支払基金・国保中央会（国保連） 

資格情報 

個人単位被保番 

個人単位被保番1 

個人単位被保番2 

個人単位被保番3 

保険者をまたがって 
資格履歴を管理 

オンライン資格確認等システム 

中間サーバーから資格確認等システムに資格情報等を登録 

紐づけ番号 

電子証明書 

個人単位被保番 

資格情報 

医療保険者中間サーバー 

機関別符号 

紐づけ番号 

個人単位被保番 

マイナンバー 

保険者は支払基金・国保 
中央会に資格情報を登録 資格情報 

保険証 

マイナンバーカード 

本人 

保険医療機関 
・保険薬局 

ピッ 

電子証明書 

資格情報 

個人単位被保番 

   
    

連携 

運営コスト縮減や将来の拡張性を考慮すると、
中間サーバーをクラウドへ移行する必要 

※ ネットワーク監視等のセキュリティは、グローバルなセキュリティ脅威を常に収集
しているクラウド事業者が提供するサービスを利用する方が、保険者自らが確保す
るよりも、より安全で合理的なコストにより対応することが可能である。 

移行の進め方 



オンライン資格確認等の導入スケジュール（イメージ） 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 
1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4月～ 

オンライン資格確認等システム（中間サーバーのクラウド移行の改修含む） 設計開発 

個人単位 
被保番で 
レセ請求 

個人単位被保番付き保険証を順次交付・切替え 

保険者システム改修（順次） 

課題検討 保険者・医療機関等への周知・広報 

新被保険者番号（個人単位の被保険者番号） システム改修・準備 

国民に広報 

省令改正 
（健康保険証様式） 

仕様の策定 

オンライン資格確認等システムの設計・開発 

クラウド移行 
の調査研究 

調達作業 

オンライン資格確認等と個人単位被保険者番号の導入支援（厚生労働省） 

導入支援業務 導入支援業務 

調査研究の 
調達作業 

（※）調査研究は、9月目途に技術的な調査結果をとりまとめ 

システム開発の調達作業 

クラウドに中間サーバーの 
機能を構築（設計・開発） 

本調達の 
作業に反映 

中間サーバー 
運用確認期間 
（3ヶ月間） 

接続・運用 
テスト 

オンライン 
資格確認 開始 

保険者 
準備等 

医療機関 
準備等 

工程管理支援 
業者の調達 

工程管理支援 
(本調達に向けた準備・調整) 

工程管理支援 
（設計開発の工程管理・調整） 

工程管理支援 
（中間サーバー移行、オン資格の運用支援） 

中間サーバーの 
運用テスト・移行 

個人単位被保番の発行 
 ※2020年9月まで 

個人単位 
被保番の 
登録 

資格履歴管理 
機能の稼働 

医療機関・薬局 システム改修（順次） 

個人単位 
被保番の 
登録 

5 

仕様の検討 

○ 中間サーバーのクラウドへの移行は、2020年夏～秋頃と想定される。その後の運用テスト期間を考慮し、2020年度中における全保
険者と全国の医療機関を対象にしたオンライン資格確認の運用開始を目指す。 

○ 個人単位の被保険者番号によるレセプト請求の開始時期は、資格の履歴管理の稼働後、2021年４月診療分以降とする案が考えられ
るが（保険証切替えは2020年度から可能な保険者から順次）、本年夏までに関係者と調整する。 

※関係者との調整で変わりうる 



保険者① 

○ 特定健診データの管理等を支払基金・国保中央会に委託する仕組みとすることで、保険者間での円滑なデータ連携ができる。
マイナポータルやＰＨＲサービス事業者を活用して、本人が経年の特定健診の記録を確認できるシステムも整備できる。 

本人 

健診実施機関 

支払基金・国保中央会 特定健診 
データ 

PHRｻｰﾋﾞｽ 
事業者 

保険者② 

オンライン資格 
確認等システム 

マイナポータル 

保険者③ 

特定健診 
データ 

健診結果を経年で 
分かりやすく表示 

保険者を異動後も 
健診の履歴を管理 

特定健診 
データ 

※ 中小事業者等の定期健診について、中小事業者の
負担軽減等の観点から、健診実施機関から事業主
を介することなく支払基金経由で特定健診データ
を保険者に登録する仕組みを検討 

保険者等が閉域の通信環境で 
接続するクラウドを活用 ※１ 

本人は保険者間のデータ連携に同意 

支払基金・国保中央会は、保険者から 
特定健診データの管理等の委託を受ける ※３ 

（※１）保険者とデータセンターとが閉域の通信環境で接続し、インターネットから分離されたクラウドを想定。 

（※２）保険者が支払基金に登録した特定健診データを支払基金が委託を受けて匿名化することで、保険者では国に改めて登録する必要がなくなる。 

（※３）保険者は支払基金・国保中央会に管理を委託した特定健診データについて、自ら管理することが不要になる。 

経年の特定健診 
データを提供 

！ 

特定健診 
データ 

特定健診 
データ 

特定健診 
データ 

保険者間で特定健診 
データを照会・提供 

特定健診の経年データを 
特定保健指導の場面で活用 
身体に起きている変化を理解 

！ 

PHRｻｰﾋﾞｽ 

NDB 

厚生労働省 

国への登録データの作成 
（匿名化）・登録 ※２ 

マイナポータルやPHRサービスで 
特定健診の経年データを閲覧 

閉域のオンライン請求ネット 
ワークなど既存インフラを活用 

新保険者から旧保険者に資格異動前 
のデータを照会、旧保険者から提供 

（※）現在は紙・電子媒体でやりとり 

特定健診データの保険者間の連携、マイナポータル等の活用（イメージ） 

（※）ＰＨＲ（Personal Health Record）サービス：個人の健康データを履歴管理し、健康管理サービスを提供。 
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特定健診データ：身長・体重・血圧、血糖・血中脂質・肝機能・尿検査等の検査値、問診の結果、
血圧・血糖・血中脂質の治療薬の服薬、喫煙・飲酒、食事・運動等の生活習慣 



マイナンバーカード 

   
    

支払基金・国保中央会 

本人 

マイナポータル 
（情報提供等記録開示システム） 

レセプト情報 

①マイナポータルにログイン 

②医療費情報・薬剤情報を照会 
③個人単位被保険者番号で医療費情報・

薬剤情報を照会 

④マイナポータルで医療費情報・ 
  薬剤情報を閲覧 

○ オンライン資格確認の仕組みと審査支払機関の情報を活用して、マイナポータルで医療費情報を閲覧できるようにすることで、
保険者の医療費通知の作成・送付の負担軽減や、利用者による医療情報へのアクセス向上が図られる。併せて、薬剤情報もマイ
ナポータルやＰＨＲサービスで閲覧できるようにすることで、利用者における服薬管理の向上が期待できる。 

審査支払機関のレセプト情報から 
医療費情報・薬剤情報を抽出 

※ 医療費情報はe-TAXの医療
費控除申請にも利用可能 

薬剤情報 

医療費情報 
電子証明書 

マイナポータル等を活用した医療費・薬剤情報の閲覧の仕組み（イメージ） 

個人単位被保番 

薬剤情報 医療費情報 

医療費情報：被保険者・被扶養者の氏名、保険者の名称、診療
年月、医療機関名、医療費の額、本人の支払額 

PHRｻｰﾋﾞｽ 
事業者 

PHRｻｰﾋﾞｽ 

医療費情報 薬剤情報 

個人単位被保番を活用して、保険者が契約するPHR
サービスを通じて薬剤情報等を提供する仕組みも可能 

※支払基金と保険者でシステム連携や契約等が必要 

薬剤情報：処方せんに基づき、保険薬局で交付された薬剤の情報 

！ 

！ 
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保険医療機関 

○ 特定健診データと薬剤情報について、本人の同意の下で、オンライン資格確認と併せて、保険医療機関・保険薬局が照会し、
閲覧できるようにすることで、特定健診データの診療場面での活用や、多剤・重複投与の軽減などにつなげることができる。 

特定健診データ、薬剤情報の医療機関・薬局での照会の仕組み（イメージ） 
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薬剤情報 本人 

電子証明書 個人単位被保番 

資格情報 

支払基金・ 
国保中央会 

保険者 

薬剤情報 

受診等 

＋ 
   
    

保険証 

※医療機関・薬局のシステム改修の規模等の精査が必要であり、導入に当たっては、関係者との十分な調整が必要。 

レセプト情報 

マイナンバーカード 

特定健診データ 

個人単位被保番 

特定健診データ 

登録 

保険薬局 

＋ 

薬剤情報 

電子証明書 個人単位被保番 

資格情報 ＋ 

（提供の考え方） 
○ 問診票の記載等の際、本人同意の下、医療機関・薬局が本人に代わって（本人から委任を受けて）薬剤情報を支払基金・国保中央会に照会し、

支払基金・国保中央会は保険者の委託を受けてオンラインで薬剤情報を回答する、という考え方に基づく。 

※ 保険者は本人からの照会への回答の事務を支払基金・国保中央会に委託。支払基金・国保中央会はレセプト情報から薬剤情報を抽出。  



○ 2020年度中に個人単位の資格履歴管理を開始した上で、2020年度の特定健診データから保険者間での連携やマイナポータル等
での情報提供の開始を目指して、一体的にシステム整備に着手したい。 

○ 医療費・薬剤情報についても、マイナポータル等での本人等への情報提供が可能となるよう、一体的にシステム整備に着手し
たい。今後、仕様を精査し、システムの稼働時期について関係者と調整していく。 

特定健診データ、医療費・薬剤情報の提供サービスの導入時期（検討中） 
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保険者 

支払基金・国保中央会（国保連） 

資格情報 

個人単位被保番 

個人単位被保番 

個人単位被保番 

個人単位被保番 

保険者をまたがって資格履歴を管理 

オンライン資格確認等システム 

マイナンバー 

保険者は支払基金・国保中央会に 
資格情報を登録 

保険証 

マイナンバーカード 

本人 

保険医療機関等 

ピッ 

電子証明書 

資格情報 

個人単位被保番 

   
    

個人単位の資格履歴管理・オンライン資格確認の稼働 

特定健診データ、医療費・薬剤情報等の照会・提供サービス 
保険者 

個人単位被保番 

資格履歴管理の稼働後 

A健保 

B健保 

C国保 

資格情報 

資格情報 

資格情報 

個人単位被保番 

個人単位被保番 

個人単位被保番 

オンライン資格確認等システム 

A健保 

B健保 

C国保 

資格情報 

資格情報 

資格情報 

特定健診データ 

特定健診データ 

特定健診データ 

医療費・薬剤情報 

医療費・薬剤情報 

医療費・薬剤情報 

支払基金・国保中央会（国保連） 

特定健診データ 

保険医療機関等 

個人単位被保番 

レセプト 
   
    

個人単位被保番 

特定健診データ 

医療費・薬剤情報 

マイナポータル 

！ 

PHRｻｰﾋﾞｽ 

レセプト情報から医療費・薬剤情報を抽出 

保険者から特定健診データを登録 

マイナンバーカード 

保険医療機関等 本人 保険証 
特定健診データ 

薬剤情報 

保険証 

   
    



余白 余白 

余白 余白 

運用・保守費用 システム更新積立金 計 

現行（2018年度）※1 33 26 59 

クラウドに移行後 21～29 3 約24～32 
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       オンライン資格確認等の運用コスト試算（精査中）  ※現時点の要件整理に基づく粗い見積もり 

オンライン資格確認 
特定健診データの 
保険者間連携・提供 

医療費・薬剤情報の提供 計 

運用・保守費用（年額） 17 2 2 約20 

単位：億円（税込） 

※１ 現時点の仕様に基づき見積もった粗い試算であり、精査が必要である（情報提供ネットワークシステムやマイナポータル等の国が運用しているシステム 
  の運用コストは含まれていない）。初期費用は中間サーバーのクラウド化の仕様や開発方法等により変わりうるので記載していない。 
※２ 上記の運用・保守費用以外に、支払基金及び国保中央会でシステムを管理する体制に要する経費が必要と見込まれる。 

（１）オンライン資格確認等の運用コスト試算（支払基金・国保中央会で運用するシステム部分） 

（参考）保険者向け中間サーバーのクラウドへの移行による運用経費の比較（試算） 

※１ 現在の中間サーバーは、管理者自らが購入したサーバー等をデータセンターに設置し、自ら管理・運用する方式（オンプレミス）である。 
※２ クラウドサービスは、インターネットから分離された閉域の通信環境で接続する方式を想定。 
※３ 現行の中間サーバーの設計に基づく試算であり、保守・運用経費のうち、支払基金・国保中央会での運用経費（2018年度で7億円）とデータ連携項目の 
  システム改修費（2018年度で4億円）は含まれていない。現時点の粗い試算であり、今後、調査研究により精査する。 

単位：億円（税込） 

▲約27～35 

（２）資格履歴の一元化・資格確認等により解消が期待される事務コスト等 

事務コスト等 備考 

①資格過誤による保険者、医療機関等の事務コスト 約80億円／年（試算） 保険者分 約30億円 、医療機関・薬局分 約50億円 

②医療費通知を紙からウェブサービスに変えること 
 による保険者の事務費用の節減効果（年１回分） 約４億円（～最大40億円） 

全加入者(後期高齢者除く)が紙からウェブサービスに移行
した場合は約40億円。ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ普及率11％を乗じて試算。 

※１ 支払基金に2016年度(2015年4月～2016年3月診療分)に請求されたレセプトのうち、資格過誤により返戻されたレセプトは147.6万件、384.7億円である。保険
証の回収の徹底が困難な保険者では未収金も発生しており、事務コストをかけて資格を追跡しても不明なケースが少なくないが、この解消にもつながる。 

※２ 特定健診で保険者間の年間異動者が約500万人と推計される。現在は事務コストがかかるため保険者間での特定健診データの照会がほとんど行われていないが、
資格履歴管理の仕組みにより、保険者間での効率的なデータの照会が可能になる。また、薬剤情報の提供により、多剤・重複投薬の軽減等が期待できる。 

○ オンライン資格確認等の運営費用は、中間サーバーを含めた更なるコスト縮減を行うことで、保険者のトータルの負担の低減を図る。 



参 考 資 料 
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（参考１）オンライン資格確認、個人の保健医療情報の履歴管理等に関する閣議決定 

○ 日本再興戦略2016（平成28年6月2日閣議決定） 

・ 医療保険のオンライン資格確認及び医療等ID制度の導入について、2018年度からの段階的運用開始、2020年からの本格運用を
目指して、本年度中に具体的なシステムの仕組み・実務等について検討し、来年度から着実にシステム開発を実行する。その際、
公的個人認証やマイナンバーカードなどオンライン資格確認のインフラを活用し、国民にとって安全で利便性が感じられる形で
導入が進むような設計とした上で、開発を進めるとともに、公費負担医療の適正な運用の確保の観点からも、速やかに検討を行
い、できる限り早期に必要な措置を講じる。 

○ 未来投資戦略2017（平成29年6月9日閣議決定） 

・ 個人・患者単位で、最適な健康管理・診療・ケアを提供するための基盤として、「全国保健医療情報ネットワーク」を整備す
る。同ネットワークは、患者基本情報や健診情報等を医療機関の初診時等に本人の同意の下で共有できる「保健医療記録共有
サービス」と、更に基礎的な患者情報を救急時等に活用できる「救急時医療情報共有サービス」等で構成し、これら自らの生涯
にわたる医療等の情報を、本人が経年的に把握できる仕組みであるＰＨＲ（Personal Health Record）として自身の端末で閲覧
できるようにすることを目指す。2020年度からの本格稼働に向け、本年度中に実証事業を開始しつつ、具体的なシステム構成等
について検討し、来年度以降、詳細な設計に着手する。 

・ 医療保険のオンライン資格確認及び医療等ID制度の導入について、来年度からの段階的運用開始、2020年からの本格運用を目
指して、本年度から着実にシステム開発を実行する。 

○ 日本再興戦略2015（平成27年6月30日閣議決定） 

・ 患者本人が自らの医療情報を生涯にわたって経年的に把握し、健康管理に活用できるよう、特定健診データをマイナポータル
を含むマイナンバー制度のインフラ等を活用し、2018年を目途に個人が電子的に把握・利用できるようにすることを目指す。 

○ 新しい経済政策パッケージ（平成29年12月8日閣議決定） 

・ 医療保険の被保険者番号について、従来の世帯単位を個人単位化し、マイナンバー制度のインフラを活用して、転職・退職等
で加入する保険者が変わっても個人単位で資格情報等のデータを一元的に管理する仕組みについて検討し、オンライン資格確認
の2020年からの本格運用を目指す。 



B市町村国保 

協会けんぽ 

A健保組合 

マイナンバー 

支払基金・国保中央会 
     （国保連） 

紐づけ用の 
識別子 

保険者を異動 

C後期広域連合 

   
    

電子証明書 

マイナンバーカード 
１対１で対応 

住民票コード 

地方公共団体 
情報システム機構 

資格情報：氏名、生年月日、性別、保険者名、負担割合、資格取得・喪失日 等 

機関別符号 
医療保険者 

個人単位の被保険者番号 

資格情報 

資格の登録(※1) 

機関別符号を発行 

個人単位の被保険者番号① 

個人単位の被保険者番号② 

個人単位の被保険者番号③ 

個人単位の被保険者番号④ 

資格情報 

資格情報 

資格情報 

資格情報 

機関別符号 電子証明書 

自治体で発行 

保険者は支払基金・国保中央会（国保連） 
に共同で資格管理等の業務を委託 

被保険者の資格履歴を個人単位で一元的に管理 

資格の異動に関
する情報の提供 
（※2） 

保険証 

個人単位の被保険者番号 

請求 

レセプト 
保険証を提示 

個人単位の被保険者番号 

保険医療機関・薬局 

（※2）例えば、国保から被用者保険に異動した際、支払基金・国保中央会から国保保険者にその旨を情報提供することで、これまで異動を把握でき
なかったために生じていた不要な国保保険料の徴収等の事務を減らすことができる等の事務コスト軽減の効果が考えられる。 

マイナンバー 

マイナンバー 

住民票コード 
を変換して生成 

（※）機関別符号は、利用機関ごとに
発行される電磁的な文字列。情報
提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑではマイナンバー
に代えて、機関別符号同士を対応
させて情報連携する。 

13 

（参考２）被保険者番号の資格履歴の一元的管理のイメージ 

（※1）医療保険者等向け中間サーバーを経由して、保険者から資格情報をオンライン資格確認等システムに登録（市町村国保も同様の方法を検討）。 
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（参考３）オンライン資格確認の導入による各種証類の集約化、発行業務の削減 

分類 資格確認証等 対象者 概要等 

保険者証類  

高齢受給者証 70～74歳の者 70～74歳で一部負担割合が２割又は１割となる者に発行される。  

短期被保険者証 

子ども短期被保険者証 

特別な事情がないにもかかわら
ず、保険料(税)の納期限を過ぎ
た世帯 

保険料（税）を長期間（１年未満）滞納している世帯に対し交付される、有効期間
の短い保険証。短期被保険者証が交付される世帯に属する、高校生以下の子どもに
は、子ども短期被保険者証が交付される。 

退職被保険者証 退職者医療制度対象者 
会社等を退職して国保に加入した者のうち、厚生年金又は共済年金等受給している
65歳未満の者とその被扶養者（国保に加入している65歳未満の者に限る）が対象。 

特例制度等 

修学中の被保険者の特例によ
る被保険証（マル学保険証） 

修学中の被保険者の特例制度 
修学のため親元を離れ住所を移して生活をしている学生は、単独世帯ではなく親の
世帯の一員とみなされる 

住所地特例制度による被保険
者証 

医療機関、施設等に長期入院、
入所する方 

１年以上、病院等又は社会福祉施設（児童福祉施設を除く）に入院又は入所する者
に発行される。 

被保険者受給資格者票 

特別療養証明書 

日雇特例被保険者 
  

協会けんぽで受付し、受給資格者票に確認印を受ける（健康保険被保険者手帳に２
か月で26日以上の印紙貼付実績が必要）。受給資格者票の交付を受けるまでの間、
日雇特例健康保険への加入実績がない者は、特別療養証明書が交付される。 

証明書類 被保険者資格証明書 
特別な事情がないにもかかわら
ず、保険料を納期限から１年以
上滞納している世帯 

保険料(税)を長期間（１年以上）滞納している世帯に対し、保険証の代わりに交付
される国民健康保険被保険者の証明書。保険証と異なり、医療費は一旦全額自己負
担となり、後日特別療養費の支給申請により一部負担金を除いた額が払い戻される。 

被保険者証
等と併用 
  
  

限度額適用認定証 
限度額適用・標準負担額減額
認定証 

高額療養費制度の対象者、うち
住民税が非課税の低所得者など 

事前申請により、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が法定自己負
担限度額となる（還付手続が不要になる）。低所得者には、食費負担を含めて、限
度額適用・標準負担額減額認定証が交付される。 

特定疾病療養受療証 
厚生労働大臣が指定した、長期
にわたり高額な医療費がかかる
疾病に罹患した方 

高額な治療を長期間継続して行う必要がある、血友病・人工透析が必要な慢性腎不
全又は抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群等の方に申請により交付
される。医療機関での窓口負担が月１万円（慢性腎不全で人工透析を要する70歳未
満の上位所得者の自己負担限度額は月２万円）までとなる。 

＜現在＞ ＜オンライン資格確認の導入後＞ 

医療機関等 オンライン資格確認等システム 

照会・回答 

各種証類をデータ化して資格確認等システムに集約化できる 
⇒ 発行業務が不要となる   

保険者では、被保険者証に加えて、高額療養費の限度額
適用認定証、高齢受給者証等の各種証類を発行している。 

登録 

保険者 

（注）自治体が管理している公費負担・地域単独事業の受給証は、システム化について自治体等と調整が必要であるため、資格確認の導入時期は検討が必要。 

○保険者が発行している証類（資格確認の対象とすることを検討中） 

＋ 

被保険者証 

高額療養費の限度額適用認定証 

70～74歳の者の高齢受給者証 

国保の短期被保険者証  等 

※マイナンバーカードが普及し機能の代替化が進むことで、保険証の発行業務も不要にできる。 
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あはき療養費の不正対策及び受領委任制度による指導監督の仕組みの導入 

 

平成 30年４月 23日 

医療保険部会 

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会 

 

 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費（以下「あはき療養費」という。）

への受領委任制度の導入に当たり、以下の不正対策及び受領委任制度による指導

監督の仕組みの導入に取り組む。 

 

Ⅰ 不正対策  

 

１．患者本人による請求内容の確認 

 

○ 架空・水増し請求を防ぐため、以下により、請求内容を患者又は家族が確

認することを徹底する。 

 

（１）患者から一部負担金の支払いを受けるときの対応 

  

 ・ 患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、領

収証を無償で交付するともに、患者から求められたときは、一部負担金の計

算の基礎となった項目ごとに記載した明細書（別紙様式１－１（１日分用）、

別紙様式１－２（１月分用））を交付する。 

 

（２）月末等の対応 

 

 ・ 施術者は、毎月、支給申請書を患者又は家族に見せ、施術を行った具体的

な日付や施術内容を確認いただいた上で、支給申請書に署名又は押印を求め

ることとする。 

 

 ・ その上で、施術者は、毎月、支給申請書の「写し」又は施術日数や回数、

施術内容のわかる明細書（別紙様式１－２（１月分用））を、患者又は家族に

交付することとする（（１）により、既にすべての施術について明細書を交付

している場合を除く。）。 

 

平成３０年５月２５日 第１１２回社会保障審議会医療保険部会 資 料 ３ 
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２．医師の同意・再同意 

 

 ○ あん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費は、筋麻痺・関節拘縮等であっ

て、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている。 

 

 ○ また、はり、きゅうの施術に係る療養費は、神経痛、リウマチ、頸腕症候

群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の６疾病、及び６疾病以外の疾病であ

って慢性的な疼痛を主症とし医師による適当な治療手段のないものが支給対

象とされている。 

具体的には、６疾病については医師の同意を受けて施術を受けた場合は療

養費の支給対象として差し支えないとされているとともに、６疾病以外の慢

性的な疼痛を主症とする疾病については、医師による適当な治療手段のない

ものであるかを個別に判断し支給の適否を決定することとされている。 

 

 ○ このように支給対象に当たるかどうかについては、留意事項通知等で示さ

れているが、留意事項通知等に基づき、これらの支給対象に当たるかどうか

を保険者が判断するため、医師の同意・再同意は重要である。 

 

 ○ また、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術の対象者は高齢者が多

く、地域において医師とあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が連携

を図っていくことが重要である。 

 

 ○ このため、医師の同意・再同意のあり方を、次のとおり見直す。 

 

（１）医師の同意書の様式 

 

 ・ 保険者が、施術が支給対象に当たるかどうかを判断することに資するため、

医師の同意書の様式を次のとおり見直す（別紙様式２）。 

 

（あん摩マッサージ指圧療養費用） 

 

  ・ 患者の住所・氏名・生年月日 

・ 傷病名 

・ 発病年月日 

・ 初回の同意か・再同意かの区分（新規） 

・ 診察日（新規） 

・ 症状（見直し） 



３ 

 

     従前は、筋麻痺か、関節拘縮か、その他（具体的に記載）かのみで 

あったが、施術の種類と施術部位の根拠の確認のため、筋麻痺又は関

節拘縮のある部位についても○をつけることを求めることとするとと

もに、筋麻痺又は関節拘縮のある部位以外に施術を必要とする場合に

はその他欄に記載を求めることとする。 

  ・ 施術の種類と施術部位 

  ・ 往療の要否 

  ・ 往療を必要とする理由（新規） 

       独歩による公共交通機関を使っての外出の可否、外出歩行が可の場

合は認知症など通所して施術を受けることが困難な理由を記載すると

ともに、要介護度が分かる場合は要介護度を記載する。 

  ・ 注意事項等（新規・任意） 

施術に当たって注意すべき事項等があれば、任意に記載。 

 

（はり・きゅう療養費用） 

 

  ・ 患者の住所・氏名・生年月日 

・ 病名（神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺

症、その他（具体的に記載）） 

・ 発病年月日 

・ 初回の同意か・再同意かの区分（新規） 

・ 診察日（新規） 

  ・ 注意事項等（新規・任意） 

      施術に当たって注意すべき事項等があれば、任意に記載。 

 

（２）同意を行う医師 

 

 ・ 同意・再同意を求める医師は、緊急その他やむを得ない場合を除き、当該

疾病について現に診察を受けている主治の医師とする。 

 

 ・ 医師の同意・再同意は、医師の診察を受けたものでなければならないこと

とする。医師が診察を行わずに同意を行う、いわゆる無診察同意が行われな

いよう徹底する。 

  

 ・ これらのため、同意書の様式（別紙様式２）に、「保険医が、当該疾病につ

いて診察の上で同意する必要があります。保険医氏名は、診察した医師の氏

名を記載して下さい。」旨を追記する。 
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 ・ 上述のとおり、保険者が、施術が支給対象に当たるかどうかを判断するた

め、医師の同意・再同意は重要であり、また、施術を必要とする患者が、適

切に施術を受けられるようにすることが重要である。 

   このため、厚生労働省は、通知等により、同意書を書く医師に対して、上

記とともに、同意書の必要性や意義、留意事項通知等で示されている同意書

を書く上で留意すべき事項について整理し、理解の浸透を図ることとする。 

 

（３）施術者による施術報告書の作成 

 

 ・ 医師の再同意に当たっては、医師が、施術者が作成する文書により、施術

の内容や患者の状態等について確認するとともに、医師の直近の診察に基づ

いて再同意する仕組みを導入する。 

 

 ・ 具体的には、受領委任制度の導入に当たっては、施術者が、再同意の期間

ごとに、 

  ➀ 施術の内容・頻度 

  ➁ 患者の状態・経過 

  を記載した「施術報告書」（別紙様式３）を作成し、医師が当該報告書を確認

するとともに、医師の直近の診察に基づき、再同意する仕組みを導入する。 

 

 ・ 施術報告書には、医師に対して、 

  ・ 本報告書を確認の上、直近の診察に基づいて、施術継続の再同意の判断

をいただきたいこと 

  ・ 不明点や特段の注意事項がある場合には連絡いただきたいこと 

を明記し、医師が当該報告書と直近の診察に基づいて再同意することとする。 

 

 ・ これらにより、施術者と医師の連携を緊密にし、必要な施術が行われるよ

うにする。 

 

 ・ なお、（４）のとおり医師の再同意を文書で行うことに加え、施術報告書を

作成することは現場の負担増となることから、当面は、施術報告書の作成は

努力義務とし、やむを得ない場合には作成しなくてもよいこととする。その

際、施術報告書の作成について、報酬上の手当を検討する。また、作成しな

い場合にも医師からの問合せに応じるなど、施術者と医師との連携を図るこ

ととする。 

 

（４）再同意のあり方 
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 ・ あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうについては、慢性期が対象であり、

高齢な患者も多く、また医師の同意書の発行には費用負担が伴うことから、

現在、医師の再同意については、３か月ごとに、口頭での再同意が認められ

ている。 

 

 ・ 一方、近年、あはき療養費は、合計で１０００億円を超える規模になって

おり、また、施術が支給対象に当たるかどうかを判断するために医師の同意・

再同意は重要であることから、再同意についても文書で行うべきとの意見が

ある。 

 

 ・ （１）で見直した様式により再同意を文書で行った場合は、施術が支給対

象に当たるかどうかの判断がより明確にできるようになるとともに、医師に

よる注意事項等欄の記載と施術者による施術報告書の記載により、文書によ

りコミュニケーションを図りながら施術を行うことができるようになる。 

 

 ・ 一方で、慢性期が対象であり、高齢な患者も多く、医師の同意書の発行に

は費用負担が伴うことへの配慮も必要である。 

 

 ・ このため、再同意については、文書で行うこととするとともに、これまで

と比べ、施術報告書を書くという作業が増えることや、同意を文書で行うこ

ととした場合負担が生じることとなることを踏まえ、６か月ごととする。 

   その際、これまで以上に医師の同意書が重要になるとともに、地域におい

て医師とあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が連携を図っていくこ

とが重要であることから、厚生労働省は、（２）のとおり、通知等により、同

意書を書く医師に対して、同意書の必要性や意義、留意すべき事項等につい

て整理し、理解の浸透を図ることとする。あわせて、制度改正の一定期間後

に、制度改正の影響について検証を行うこととする。 

 

３．長期・頻回の施術等 

 

 ○ 長期・頻回の施術等について、以下のとおり取り組む。 

 

（１）１年以上かつ月１６回以上の施術の支給申請書の見直し・調査の実施 

 

 ・ 初療日から１年以上かつ月１６回以上の施術について、支給申請書に別紙

様式（施術継続理由・状態記入書）を追加し、施術の必要性と患者の状態を

記載させることとする。 
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 ・ 上記見直しは、平成２９年７月から施行しており、疾病名とあわせて施術

による患者の状態の変化を調査できるようにしている。 

 

（２）調査結果の収集・分析 

  

 ・ 施術による患者の状態の変化を把握するため、施術継続理由・状態記入書

を収集・分析することとする。（季節変動も把握するため、おおむね１年以上

分収集・分析することとする。） 

 

 ・ 収集した調査結果について、 

  ➀ 状態が改善・維持・悪化がどのような割合か 

  ➁ ➀について、疾病名ごとに、どうなっているか 

  ③ ➀について、頻度ごと（月１６回以上、２０回以上、２４回以上等）に、

どうなっているか 

  等について分析することとする。 

 

（３）償還払いに戻せる仕組み 

 

 ・ 受領委任制度を導入した場合、過剰な給付となっていないかを確認するた

めに、償還払いに戻せる仕組みについて検討する。 

 

 ・ 具体的には、平成３０年７月以降、（２）の分析を行い、どのようなものが

長期・頻回な施術にあたるかを検討し、その結果を踏まえ、保険者が、施術

の必要性について、個々の患者ごとに確認する必要があると合理的に認めら

れた場合について、当該患者の施術について償還払いに戻せる仕組みについ

て、検討する。 

 

４．往療 

 

 ○ あはき療養費の現状として、往療の割合が高いことがあげられる。 

   あん摩マッサージ指圧に係る療養費では、往療料を算定する患者の割合は

約９０％となっており、療養費全体に占める往療料の割合も６０％を超えて

いる。 

   はり、きゅうに係る療養費では、往療料を算定する患者の割合は約２０％、

療養費全体に占める往療料の割合は約３０％となっており、近年増加してい

る。 
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 ○ あん摩マッサージ療養費の料金については、マッサージが１局所２８５円、

５局所行っても１４２５円、はり又はきゅうが１回１３００円（はり、きゅ

う併用の場合１５２０円）であるのに対し、往療を行った場合は、それに加

えて往療料として１８００円、さらに２kmを超える毎に往療距離加算７７０

円（最大２３１０円）が加算される。 

   近年は、往療１回当たりの距離が伸びている傾向がある。 

 

 ○ 往療料の割合や、距離加算の状況を都道府県別にみてみると、大都市圏の

状況と地方の状況に、大きな違いはない。（北海道よりも東京都の方が１件当

たりの往療料が高い。） 

 

 ○ また、不正請求等の事例の６割が往療料関係となっており、特に往療料の

距離の水増し、同一家屋の複数患者の施術に対する往療料の重複算定、歩行

可能者に対する往療料の算定が多くなっている。 

 

 ○ これらを踏まえ、以下の通り、往療料の不正対策に取り組むとともに、往

療料の見直しを行う。 

 

（１）支給申請書等の書類の見直し 

 

 ・ 往療について、受領委任制度の導入に当たっては、次のことが明確に分か

るよう、支給申請書を見直す（別紙様式４）。 

  ・ 往療した日付 

  ・ 同一日同一建物への往療かどうか 

  ・ 同一日同一建物への往療の場合、往療料を算定しているか否か 

  ・ 施術者 

  ・ 往療の起点（個人情報に配慮し、患者の個人宅は丁目までとし、番地は

求めないこととする） 

  ・ 施術した場所 

  ・ 往療が必要な理由 

       独歩による公共交通機関を使っての外出の可否、外出歩行が可の場

合は認知症など通所して施術を受けることが困難な理由を記載すると

ともに、要介護度が分かる場合は要介護度を記載する。（医師の同意書

と同様の場合には転記で可とする。） 

 

・ なお、出張専門で行っている施術者で、１人の施術者が複数の拠点からよ

り往療料が高くなるよう不正に請求を行っているという指摘があった。出張
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専門の者の拠点を受領委任の届出の際住民票等で確認するとともに、上記様

式の見直しにより、往療の起点と施術の場所が明確に分かるようにする。 

  また、出張専門で行っている施術者の往療料の見直しを行うべきとの指摘

があったが、現状では、施術所がある者が約８５％、出張専門の者が１５％

となっているが、施術所がある者の約７８％も、施術の全部が往療となって

おり、実質出張専門と同様となっている。また、あん摩マッサージ指圧師に

ついては、過去から出張専門で施術を行っている者がいるという経緯にも配

慮が必要である。まずは、（２）のとおり、施術所があるか出張専門かを問わ

ず、往療料を見直すこととする。 

 

（２）往療料の見直し 

 

 ・ 現状の、施術料よりも往療料が多くなっているという現状を見直す改定を

行う。 

 

 ・ また、距離加算については、医科については平成４年に廃止されていると

ともに、訪問看護については昭和６３年の創設当初から設けられていない。 

   このため、現在の交通事情や、他の訪問で行うものの報酬を踏まえ、まず

は３０年改定において、距離加算を引き下げ、施術料や往療料に振り替えて

いくこととし、さらに、その実施状況をみながら、激変緩和にも配慮しつつ、

原則平成３２年改定までに、距離加算の廃止や施術料と往療料を包括化した

訪問施術制度の導入について検討し、結論を得る。 

 

 ・ 距離加算を廃止する際や訪問施術制度を導入する際には、他の制度も参考

に離島や中山間地等の地域に係る加算について検討する。（１）の往療内訳表

についても見直しを行う。さらに、同一日、同一建物での施術の場合の料金

のあり方についても検討する。 

 

５．療養費の審査体制 

 

○ あはき療養費の適正化のため、以下のとおり療養費の審査体制を強化する。 

 

（１）審査会の設置 

 

・ 受領委任協定・契約において、保険者等の判断により審査会を設置して審

査できることとする。 
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・ 厚生労働省は、審査会設置に当たっての要綱を定めるとともに、実際の審

査のあり方等について検討する。 

 

（２）審査基準の明確化 

   

・ 受領委任制度の導入に当たっては、これまでの留意事項通知、ＱＡの整理

を行い、審査基準を明確化する。これに基づき、適切に療養費の支給が行わ

れるようにする。 

 

・ 柔道整復療養費とあはき療養費の併給の実態を把握し、併給の制限など必

要な対応について検討する。 

 

（３）請求の電子化、審査のシステム化、保険者を超えた審査など、効率的・効

果的な審査体制 

 

・ 受領委任制度の導入に当たっては、請求の電子化について、柔道整復療養

費についての電子請求のモデル事業の状況もみながら検討する。 

 

・ その上で、審査のシステム化、保険者を超えた審査などについて検討する。 

 

・ その際、請求の電子化や審査基準の明確化などの状況も踏まえながら、審

査支払機関での統一的な審査などについても検討していく。 

 

６．その他 

 

（１）支給申請書の様式の統一 

 

・ 受領委任制度の導入に当たっては、支給申請書の様式の統一を図る。 

 

（２）施術録の整備義務等 

 

・ 受領委任制度の導入に当たっては、柔道整復療養費と同様、領収証の交付

や施術録の記載・保存について義務づける。 

 

（３）療養費についての患者への説明義務 
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・ 受領委任制度の導入に当たっては、療養費の支給対象等、療養費を請求す

る上での注意事項について施術者が患者に説明することとする。 

 

（４）不適正な広告の是正 

 

・ あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの広告について、ガイドラインの作

成を検討し、ガイドラインに基づき、不適正な広告を掲げている施術所への

指導を徹底する。 

※ 平成 30年度にガイドライン作成を含む広告に関する検討会を開催予定 

 

Ⅱ 受領委任制度による指導監督の仕組みの導入  

 

１．受領委任契約について 

 

○ 受領委任については、原則として、柔道整復師の「受領委任の取扱規程」

（契約）の例による。 

 

（はり師、きゅう師に係る）受領委任の取扱規程（案） 

※柔道整復療養費の規程（契約）に倣った各項目の例 

 

第１章 総則 

１     目的 

２～３   委任 

４～６   受領委任の施術所及び施術管理者 

 

第２章 契約 

７     確約 

８～９   不正請求の返還等 

１０    受領委任の申し出 

１１    受領委任の承諾  

１２    はり師、きゅう師の施術 

１３    施術所の制限 

１４    申出事項の変更等 

１５    受領委任の取扱いの中止 

 

第３章 保険施術の取扱い 

１６    施術の担当方針 
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１７    はり師、きゅう師の氏名の掲示 

１８    受給資格の確認等 

１９    療養費の算定、一部負担金の受領等 

２０    領収書及び明細書の交付 

２１    施術録の記載等 

２２    保険者への通知 

２３    施術の方針 

 

第４章 療養費の請求 

２４    申請書の作成 

２５    申請書の送付 

２６    申請書の返戻 

 

第５章 審査会 

２７    審査会の設置 

２８    審査に必要な報告等 

２９    守秘義務 

 

第６章 療養費の支払い 

３０～３６ 療養費の支払い 

 

第７章 再審査 

３７～３８ 再審査の申し出 

 

第８章 指導・監査 

３９～４２ 指導・監査 

４３    廃止後の取扱い 

 

第９章 その他 

４４  情報提供等 

４５  契約期間 

 

※あん摩・マッサージ・指圧師についても同様の規程 

 

２．地方厚生（支）局等による指導監督等 

 

（１）効果的・効率的な指導監督 
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・ 柔道整復療養費について平成２９年１０月から実施されている保険者から

の情報提供や地方厚生（支）局の個別指導・監査の迅速化の取組と同様の取

扱いとする。 

 ※受領委任の取扱規程で柔道整復療養費と同様に規定するほか、新たに作成

する「指導監査要綱」でも同様の取扱い 

 

（２）保険者に対する調査の進捗状況を報告する仕組み 

 

・ 保険者に対する調査の進捗状況の報告については、 

① 監査の結果、受領委任の取扱いの中止（相当）を行った場合の連絡 

② 指導又は監査において返還金が発生した場合の通知 

のほか、保険者から情報提供を受けた事案について、保険者より進捗状況の

照会を受けた場合、次の状況にあるものについてはその旨を回答する。 

ア 個別指導の結果、療養費の請求内容が妥当適切であり、返還金が発生し

ない場合 

イ 監査の結果、受領委任の取扱いの中止（相当）に至らず、返還金が発生

しない場合 

なお、上記の回答ができないものは、「対応継続中」と回答する。 

 

（３）問題のあった施術所・施術者の取扱い 

 

・ 問題のあった施術所・施術者については、以下のペナルティを課す。 

  ① 受領委任の契約に基づく、受領委任の取扱いの中止 

    ※受領委任の取扱規程で柔道整復療養費と同様に規定 

  ② あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格についての行政処

分 

    ※柔道整復療養費と同様、中止の場合、厚生労働省保険局医療課へ連絡 

    （⇒国家資格の行政処分を担当する部局へ連絡） 

 

（４）施術所・施術管理者の登録 

 

・ 受領委任制度の導入に伴い、施術所・施術管理者を、地方厚生（支）局に

登録する仕組みとする。 

 

 ・ 具体的には、以下のスケジュールで、登録を行う。 

 

    平成３０年 ７月～ 受領委任登録の受付 

    平成３０年１０月～ 受領委任の取扱いの開始 
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    ※今後の議論の状況等により変更があり得る。 

 

（５）施術管理者に研修受講や実務経験の要件を課す仕組み 

 

・ 柔道整復療養費については、平成３０年４月から、新たに施術管理者とな

る者に研修受講や実務経験の要件を課す仕組みが導入されるが、あはき療養

費についても、柔道整復療養費の仕組みの実施状況を踏まえつつ、適切な仕

組みを導入する。 

 

・ 要件を課す仕組みの実施時期については、受領委任制度導入後一定の準備

期間を考慮する必要があり、柔道整復療養費について、専門委員会での報告

書の取りまとめから施行までに１年以上の準備期間を要していることを踏ま

え、平成３２年４月までの実施を目指して検討、準備を行う。 

 

・ 具体的には、以下のスケジュールで対応を行い、平成３２年４月までの実

施を目指す。 

 

【平成３０年度中】 

行政における 

・実務経験に関する検討 

・研修カリキュラム（案）の検討 

・研修実施機関の検討 

・施行に向けた通知（案）の策定 

・関係者への周知 

 

【平成３１年度中】 

・ 研修実施機関の準備（検討委員会の設置、テキストの策定、研修場所、

研修講師の確保、公募等） 

・ 行政におけるシステム改修 

 

（６）登録の更新制 

 

・ 登録の更新制（契約の更新に際し、研修受講等を課す仕組み）については、

療養費を取り扱う施術者の資質向上や不正防止、不適切な取扱いの抑止のた

めの教育の機会の提供につながるものであり、実施について検討していくこ

とが望ましいと考えられる。 
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・ 一方で、登録の更新制については、柔道整復療養費においても導入されて

いない。 

   

・ また、現に施術を行っている施術所全般に関わる規制であり、幅広く議論

を行っていくことが必要な課題である。 

 

・ このため、まずは新たに施術管理者となる者に研修受講等の要件を課す仕

組みを導入することとし、その実施状況をみながら、幅広く検討を行ってい

くこととする。 

 

・ また、他の医療関係職種については、新卒者以外の既に働いている者の研

修については、関係団体で自主的に自己研鑽のための研修を実施しており、

あはきについても、まずは、施術者団体の自主事業として、自己研鑽の研修

を実施することも考えられるため、実施状況も踏まえながら、幅広く、実施

の検討を行っていくこととする。 

 

・ こうしたことから、登録を更新制とし、更新の際に研修受講を課す仕組み

については、 

 ・ 現に施術を行っている施術所の施術者に対する影響や、 

 ・ 新たに施術管理者となる者への研修の実施状況、 

 ・ さらに、施術者団体による自己研鑽のための研修の実施状況 

 を踏まえながら、早期の導入に向けて、平成３３年度中に検討し、結論を得

ることとする。 

 

（７）施術録の作成・保存、不正請求の返還等 

 

・ 施術録の作成・保存について、受領委任の取扱規程（契約）の中で義務づ

ける。 

  ※受領委任の取扱規程で柔道整復療養費と同様に規定 

 

・ 不正請求の返還等については、受領委任の取扱規程（契約）の中で規定す

る。 

  ※あはき療養費の受領委任の取扱規程で新たに規定 

 

３．地方厚生（支）局の体制 

 

・ あはき療養費に受領委任制度を導入するに当たっては、指導監督を行う地

方厚生（支）局の体制の強化が必須条件と考えられる。 

 



１５ 

 

・ 厚生労働省は、平成３０年度厚生労働省機構・定員査定においては、柔道

整復・あはき療養費対策を含めた人員体制の強化として、８人の増員が認め

られており、引き続き人員体制の確保に努める。 

 

４．保険者の裁量 

 

・ あはき療養費の受領委任制度に参加するかどうかについては、保険者の裁

量によることとする。 

 

・ 厚生労働省は、受領委任制度に参加するかどうかについては保険者の裁量

によることを前提としつつ、受領委任制度については、患者の負担軽減や地

方厚生（支）局による指導監督等が行われるなどのメリットがあること、受

領委任制度の導入にあわせて不正対策が強化されることも踏まえ、受領委任

制度の適正な運用を図っていくことと合わせて、国民や保険者に対して、患

者の負担軽減や不正対策など受領委任制度の趣旨や意義の周知に努め、より

多くの被保険者やその家族が一定のルールと行政による指導監督等の下で適

切に施術が受けられるよう、多くの保険者が受領委任制度に参加できる環境

整備に努めるものとする。 

 

 

以上 

 

 

  



１６ 

 

 

 

一部負担金明細書 

（あんま・マッサージ（１日分）用） 

 

 

 

              様 

 

 

施

術

内

容

欄 

マッサージ施術                  円 

変形徒手矯正術施術                  円 

温罨法                  円 

温罨法・電気光線器具                  円 

往療料                  円 

施術報告書交付料                  円 

合計                  円 

一部負担金                  円 

保険請求額                  円 

 

 

   年   月   日    

施術所名 

               住所 

               氏名                   

  

別紙様式１－１ 

 



１７ 

 

 

 

一部負担金明細書 

（はり・きゅう（１日分）用） 

 

 

 

              様 

 

 

施

術

内

容

欄 

初検料                  円 

施

術

料 

はり            円 

きゅう            円 

はり・きゅう併用            円 

電療料            円 

往療料                  円 

施術報告書交付料                  円 

合計                  円 

一部負担金                  円 

保険請求額                  円 

 

 

   年   月   日    

施術所名 

               住所 

               氏名                   

  



１８ 

 

 

 

一部負担金明細書 

（あんま・マッサージ（１月分）用） 

 

 

              様 

  年  月分 

 

施術日数             日 

 

 

施

術

内

容

欄 

マッサージ施術 回 円 

変形徒手矯正術施術 回 円 

温罨法 回 円 

温罨法・電気光線器具 回 円 

往療料 回 円 

施術報告書交付料 回 円 

合計                  円 

一部負担金                  円 

保険請求額                  円 

 

 

   年   月   日    

施術所名 

               住所 

               氏名                   

  

別紙様式１－２ 

 

 



１９ 

 

 

 

一部負担金明細書 

（はり・きゅう（１月分）用） 

 

 

              様 

  年  月分 

 

施術日数             日 

 

 

施

術

内

容

欄 

初検料 回 円 

施

術

料 

はり 回 円 

きゅう 回 円 

はり・きゅう併用 回 円 

電療料 回 円 

往療料 回 円 

施術報告書交付料 回 円 

合計                  円 

一部負担金                  円 

保険請求額                  円 

 

 

   年   月   日    

施術所名 

               住所 

               氏名                   

 

  



２０ 

 

     同 意 書   （あん摩・マッサージ・指圧療養費用） 

患      者 

住   所  

氏   名  

生 年 月 日 明・大・昭・平     年    月    日 

傷  病  名 
 

発病年月日 昭・平      年     月     日 

同意区分    初回の同意  ・  再  同  意   （○をつけて下さい）  

診 察 日 平成     年     月     日  

症     状 

筋 麻 痺 

筋 萎 縮 

（筋麻痺又は筋萎縮のある部位について、○をつけて下さい） 

   躯幹 ・ 右上肢 ・ 左上肢 ・ 右下肢 ・ 左下肢 

関節拘縮 
（関節拘縮のある部位について、○をつけて下さい） 

右肩・右肘・右手首・右股関節・右膝・右足首  その他 

左肩・左肘・左手首・左股関節・左膝・左足首 （      ） 

そ の 他 （筋麻痺、筋萎縮又は関節拘縮のある部位以外に施術を必要とする場合には記載下さい） 

施術の種類 

施術部位 

マッサージ    （ 躯幹 右上肢 左上肢 右下肢 左下肢 ） 

変形徒手矯正術（  右上肢 左上肢 右下肢 左下肢  ） 

往      療 

 １．必要とする    ２．必要としない 

往療を必要とする理由  介護保険の要介護度 （         ）分かれば記載下さい 

１．独歩による公共交通機関を使っての外出が困難 

２．認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難 

 ３．その他 

（                                        ） 

注意事項等 

施術に当たって注意すべき事項等があれば記載して下さい（任意） 

  上記の者については、頭書の疾病により療養のための医療上の
マッサージが必要と認め、マッサージの施術に同意する。  

平 成    年    月    日 

保 険 医 療 機 関 名 

所 在 地 

保 険 医 氏 名                                                   印 

※ 保険医が、当該疾病について診察の上で同意する必要があります。保険医氏名は、診察
した医師の氏名を記載して下さい。 

別紙様式２ 



２１ 

 

   

      同 意 書     （はり及びきゅう療養費用） 

患      者 

住   所  

氏   名  

生 年 月 日 明・大・昭・平     年    月    日 

病      名 

 １．神経痛 

 ２．リウマチ 

 ３．頸腕症候群 

 ４．五十肩 

 ５．腰痛症 

 ６．頸椎捻挫後遺症 

 ７．その他（                                                  ） 

 ※ １～６は、当てはまるものに○をつけて下さい。 

７は、慢性的な疼痛を主訴とする疾病で鍼灸の施術に同意する病名を記載下さい。 

発病年月日 昭・平      年     月     日 

同意区分    初回の同意  ・  再  同  意   （○をつけて下さい）  

診 察 日 平成     年     月     日  

注意事項等 

施術に当たって注意すべき事項等があれば記載して下さい（任意） 

  上記の者については、頭書の疾病により鍼灸の施術に同意する。 

 

平 成    年    月    日 

保 険 医 療 機 関 名 

所 在 地 

保 険 医 氏 名                                                   印 

※ 保険医が、当該疾病について診察の上で同意する必要があります。保険医氏名は、診察

した医師の氏名を記載して下さい。  



２２ 

 

 

施術報告書 

 

              医師 さま 

 

○ 以下のとおり、施術の状況を報告いたします。 

○ 本報告をご覧いただくとともに、直近の診察に基づいて、施術継続の再同意の可否

についてご判断いただきますようお願いいたします。  

○ ご不明の点や特段の注意事項等ありましたら下記までご連絡いただきますようお願

いいたします。 

 

患者氏名 
 

 

患者生年月日 年    月    日 

施術の内容・頻度 

 

 

 

 

 

患者の状態・経過 

 

 

 

 

 

特記すべき事項 

 

 

 

 

   年   月   日   施術所名 

               住所 

               電話・ＦＡＸ番号 

               メールアドレス 

               施術者氏名                  

 
 
 

別紙様式３ 



２３ 

 

往療内訳表 

     月分 

日付 

同一日・ 

同一建物 

記入欄 

施術者名 往療の起点 施術した場所 

日     

日     

日     

日     

日     

日     

日     

日     

日     

日     

日     

日     

日     

日     

日     

 

往療を必要とする理由  介護保険の要介護度 （         ）分かれば記載下さい 

１．独歩による公共交通機関を使っての外出が困難 

２．認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難 

３．その他（                                   ） 

注 ・ 同上の場合は、「同上」や「〃」との記載で差し支えない。 

・ 同一日・同一建物記入欄には、同一日に同一建物への往療に該当する場合であ

って、当該患者について往療料を算定している場合には「◎」を、算定してい

ない場合には「○」を記入すること。 

・ 往療の起点については、個人宅は丁目までの記載で可とする。 

・ 個人情報の取り扱いには、十分注意すること。 

別紙様式４ 
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社会保障審議会医療保険部会  

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会 

 

○座長・有識者（５名） 

  遠藤 久夫  国立社会保障・人口問題研究所所長     

 

  新田 秀樹  中央大学法学部教授 

 

  永野 仁美  上智大学法学部教授 

 

  釜萢 敏   日本医師会常任理事 

 

  清水惠一郎  日本臨床内科医会常任理事 

 

 

○保険者等の意見を反映する者（６名） 

 髙橋 直人  全国健康保険協会理事 

 

  幸野 庄司  健康保険組合連合会理事 

 

  村岡 晃   高知市健康福祉部長 

 

松井 博   新潟県聖籠町町民課長 

 

飯山 幸雄  国民健康保険中央会常務理事 

 

橋本 幸夫  東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課長 

 

 

○施術者の意見を反映する者（４名） 

  中村 聡   日本鍼灸師会業務執行理事 

 

往田 和章  全日本鍼灸マッサージ師会副会長 

 

小谷田 作夫 日本あん摩マッサージ指圧師会副会長 

  

竹下 義樹  日本盲人会連合会長 

委 員 名 簿 
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